
オープンカウンター方式による公募公告

次のとおりオープンカウンター方式による見積合わせに付します。

令和７年４月２５日

支出負担行為担当官

高松地方検察庁検事正 清 野 憲 一

（ 公 印 省 略 ）

１．オープンカウンターによる見積合わせに付する事項

(1) 件名

高松地方検察庁丸亀支部及び観音寺支部パッケージエアコン更新

(2) 数量、仕様等

仕様書記載のとおり

(3) 納入場所

仕様書記載のとおり

(４) 納入期限

令和７年６月２３日（月）

２．参加資格

(1) 予算決算及び会計令第７０条の規定に該当しない者であること

なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を

得ている者は、同条中、特別な理由がある場合に該当する。

(2) 予算決算及び会計令第７１条の規定に該当しない者であること

(3) 次の各号のいずれかに該当する者であること。

ア 令和７・８・９年度法務省競争参加資格（全省庁統一資格）「物品の販売」及び「役

務の提供等」において、「Ｄ」以上の等級に格付けされ、四国地域の競争参加資格

を有する者

イ 当庁が作成する随意契約登録者名簿に記載された者

なお、各号に該当しない者も参加することができるが、見積書の提出と同時に各号

のいずれかに係る申請書及び必要書類を提出し、当該資格の認定を受け、かつ資

格の確認を受けなければならない。

（4) 仕様書の交付を受け、下記３(3)の期日までに見積書等の必要書類を提出し、要求



仕様を満たした者であること。

３．見積書の提出場所等

(1) 契約条項を示す場所、仕様書等の交付場所及び問合せ先

〒７６０－００３３

高松市丸の内１番１号 高松法務合同庁舎４階

高松地方検察庁 会計課用度係

電話 ０８７－８２５－２０３８ FAX ０８７－８２５－２０３８

電子メールアドレス ppo56-kaikei.1ke@i.moj.go.jp

(2) 必要書類の提出

公募に参加を希望する者は、見積書に下記①ないし④の書類を添付して指定の場

所に提出すること。

見積書等必要書類の提出に当たっては、持参のほか、電子メール・郵送による提出

も認めるが、提出期限までに到達しなかった場合は無効とする。

① 資格審査結果通知書（全省庁統一資格）（令和７・８・９年度分）の写し

※資格を有する場合のみ

② 上記２（3）各号の該当がない場合は、「随意契約登録申請書」を提出し、当庁の審

査を受けること。

③ 契約の相手方として不適当な者及び契約相手方として不適当な行為をする者でな

いことを証する「誓約書(役員名簿添付）」（別紙様式）

④ 提示する物品が仕様書記載の参考品と異なる場合は、その物品が掲載されたカタ

ログ・インターネット商品ページの該当箇所の写し

(3) 見積書等必要書類の提出期限及び提出場所

令和７年５月１６日（金）午後４時００分

高松地方検察庁会計課用度係

(4) 見積合わせの日時

に非公開で行う。令和７年５月１６日（金）午後４時００分

なお、見積書の提出期限までに見積書の提出がないとき又は予定価格の制限に達

した価格の見積りがないときは、原則として再度の見積依頼の公示又は見積書の提出

者に対して再度の見積依頼を行うが、それが困難な場合等においては当庁が選定した

者へ見積りを依頼することができるものとする。

４．見積書記載事項

(1) 作成日付

(2) 法人名及び代表者名



(3) 代理人名（提出者が代理人又は復代理人である場合に限る。併せて委任状も提出

のこと。）

(4) 見積金額

見積書に記載する見積金額は総価とし、消費税及び地方消費税を含めた合計金額

を記載すること。また、設置場所ごとに内訳料金が分かる内訳書を添付すること。

5 契約の相手方の決定方法

(1) 予算決算及び会計令第７９条の規定に基づいて作成された予定価格の制限の範囲

内で最低価格をもって有効な見積書を提出した者を契約の相手方とする。

(2) 予定価格の制限の範囲内で最も安価な見積額を提示した者が二人以上あるときは、

くじにより契約の相手方を決定する。くじ引きの日程等の詳細は、該当者に対して電話

等で速やかに通知する。

(3) 見積合わせの結果については、見積書を提出した者に対して、後日電話にて通知

する。

6 その他

(1) 設置場所等の現場確認が必要な場合は、事前に３(1)の問合せ先に申し出を行い、

日程調整の上実施すること。

(2) 受注者は速やかに契約金額、納入期限等を記載した「請書」を提出すること。

(3) 契約手続において使用する言語及び通貨 日本語及び日本国通貨

(4) 契約保証金 免除

(5) 見積書の無効

公募参加者に求められる義務を履行しなかった者の提出した見積書、見積りに関す

る条件に違反した見積書は無効とする。

以 上


